
台風等、各種警報発令時の対応について
多度津町教育委員会

時間

6:00
近県に警
報発令中

6:30の発
令に注意

給食準備決定（対応は継続）

6:30 自宅待機 給食なし 登校開始
給食は中
止のまま

警報発令
※

自宅にい
る幼児、児
童、生徒
は自宅待
機

給食は中止するが、給食費は原則発
生。その食材などは、できるだけ他の
日に振り分けること、可能な限り給食
費が発生しないように努力する。

途中

自宅待機
継続

給食なし 幼稚園登
園決定・小
学校中学
校登校決
定

給食は中
止、昼まで
登園登校 給食費発

生
食費が発生した場合、費用の大部分
は他の給食に転用する。

9:00
幼稚園・小
学校は休
業決定

給食なし

幼稚園登
園決定・小
学校中学
校登校決
定

給食は中
止し、昼ま
で登校

給食費未
発生

特例により給食費は発生しない。

10:00
中学校は
休業決定

給食なし
中学校登
校決定

給食は中
止し、昼ま
で登校

警報継続

警報継続

警報継続

警報発令継続

警報解除

警報解除

警報解除

警報解除

2日以内に異常気象が予測される場合は、事前に保護者に注意を喚起する。

（※警報解除後登園校しない幼児・児童・生徒に配意すること）

※　幼児・児童・生徒は①６時に警報がなく、登校園の用意を
する。②その後、まだ登校園していない段階で警報発令を知る
③その時点で登校園を控える。④既に登校園行動に出ている
幼児・児童・生徒に関しては、学校において対処

給食中止決定（給食費発生せず）警報発令 自宅待機決定

幼稚園は７時３０分までに４園で合議、委員会と相談し方針決

定（保護者対応のため） 


